
 

 

北海道コンベンション誘致促進事業費補助金交付要綱 

 

（総則） 

第１条 北海道コンベンション誘致促進事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

北海道補助金等交付規則（昭和４７年北海道規則第３４号。以下「規則」という。）の規定に定め

るもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）が、北海道内

で開催される一定のコンベンション（コンベンションの前後で行われるエクスカーションを含む。）

の開催に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、国際的又は全国

的な規模で開催されるコンベンションの北海道への誘致並びに北海道内での円滑なコンベンション

の開催を促し、もって北海道観光産業の振興・発展、地域の活性化等を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 前条のコンベンションとは、本道の産業の振興又は、学術、芸術、文化の向上に寄与する学

会、会議・大会等とし、展示会、スポーツ大会、コンクール、イベント、コンサート又はこれらに

準ずるものを除くものとする。 

（１）学会とは、学術研究団体が主体となり当該学術研究団体の構成員を対象として開催する発表及 

び討論のための集会その他これに準ずるもの。 

（２）会議・大会とは、団体組織の構成員等が特定の課題に対して意見の発表及び討論をするための 

集会、セミナー又はこれに準ずるもの。 

２ エクスカーションとは、あらかじめコンベンション参加者に周知され、かつコンベンションの前

後又は開催期間中に実施される、北海道の文化、社会、自然、歴史又は産業に関する観光及び視察

等のための団体旅行とする。 

 

（補助対象事業） 

第４条 この補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、年度毎の予算額

の範囲内において、北海道内で開催されるコンベンション及びエクスカーションとして知事が認め

るものであって、第９条で定めるエントリーリストに登載されている次のものとする。 

（１）コンベンション補助金 

次の全てに該当するコンベンション。 

ア 道外（外国を含む。）からの参加者が参加者全体の２分の１以上であること 

イ 参加者が１００人以上であり、かつ、そのうち外国からの参加者が２０人以上の規模で開催さ

れる国際的なコンベンション、又は参加者が１００人以上の規模で開催される全国的なコンベ

ンション 

ウ 道内広域に経済効果が見込まれるエクスカーション・個人旅行に繋がる取組が計画されている 

もの（令和３年３月２２日以前にエントリーリストに登載されたものを除く。） 

エ 開催される市町村又はそのコンベンションビューロー等（以下「関係市町村等」という。）か

ら助成金等が交付されるもの 

（２）エクスカーション補助金 

札幌市以外の市町村で開催されるコンベンションの前後で実施される次の全てに該当するエク

スカーション（令和４年３月３１日以前にエントリーリストに登載されたものを除く。） 

ア コンベンション補助金が交付されるもの 

イ コンベンションのプログラムに位置づけられたもの 

ウ コンベンション開催地以外の市町村もコースに組み込んだもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは補助の対象としない。 

（１）道の他の補助金等の交付を受けるもの 

（２）営利又は収益を目的とするもの 

（３）あらかじめ定められた開催順序に従って開催されるもの 

（４）コンベンションの道内における開催日数が２日に満たないもの 

 



 

 

（補助対象経費） 

第５条 この補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業を

実施するために必要な経費とし、別表に掲げる額とする。 

 

（補助額） 

第６条 補助対象事業に対して交付する補助金の額は、別表に掲げる額を限度とし、コンベンション

補助金については、関係市町村等が主催者に交付する助成金等の額を超えることができない。 

また、コンベンション補助金における参加者数は、一般来場者、オンラインでの参加者を除く。 

 

（補助対象者） 

第７条 補助対象者は、補助対象事業を主催する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する

者は、補助の対象としない。 

（１）国又は地方公共団体（国又は地方公共団体が関係団体等と実行委員会等を組織して開催する場

合を除く。） 

（２）宗教団体又は政治団体（共催の場合を含む。） 

（３）暴力団等又は暴力団等との関係を有している団体 

（４）その他知事が適当でないと認めるもの 

 

（要望書の提出） 

第８条 関係市町村等の長は、第４条第１項の規定に該当するコンベンションの誘致に当たり、この

補助金の交付が必要と認めるときは、原則として当該コンベンションが開催される日の前年度の８

月末日までに、北海道コンベンション誘致促進事業費補助金要望書（別記第１号様式）を知事に提

出しなければならない。 

２ 前項の場合において、関係市町村等の長は、当該コンベンションに対して交付を予定している助

成金等の内容を明らかにするため、次の書類を添えて知事に提出するものとする。 

（１）コンベンション調書（別記第２号様式） 

（２）市町村等からの助成予定内容に関する証明書等 

（３）補助事業の概要がわかる書類（企画書等） 

（４）その他必要と認められる書類 

３ 関係市町村等の長は、コンベンション開催前年度までに第１項の要望書の内容に変更があったと

きは、速やかに知事に届け出るものとする。なお、補助金の申請前に、補助要件を欠き要望書を取

り下げるときは、速やかに知事に届け出るものとする。 

４ 関係市町村等の長は、エントリーリスト登録後に天災、感染症等の特別な理由により、開催日が

翌年度以降に変更になった場合は、速やかに知事に第１項の要望書に変更内容を記載の上、届け出

るものとする。 

 

（審査） 

第９条 知事は、前条第１項の要望書の提出を受けたときは、補助対象事業としての適格性、補助金

額等を審査し、その結果を関係市町村等に通知する。 

２ 知事は、前項により適当と認められたコンベンションをエントリーリストに登載するものとす

る。 

 

（補助金の交付申請） 

第10条 前条第２項で定めるエントリーリストに登載されたコンベンションの実施に当たり、この補

助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、原則として補助対象事業が開催さ

れる日の１ヶ月前までに、交付申請書（経済第１号様式（平成25年北海道告示第10329-22号に定め

る様式。以下「経済第○号様式」について同じ。））に次の書類を添付して、知事に提出しなけれ

ばならない。 

（１）コンベンション補助金・エクスカーション補助金共通様式 

ア 事業計画書（経済第２号様式） 

イ 補助金等交付申請額算出調書（経済第７号様式） 



 

 

ウ 経費の配分調書（経済第10号様式） 

エ 事業予算書（経済第11号様式） 

オ 資金収支計画書（経済第23号様式） 

（２）コンベンション補助金 

ア 関係市町村等からの助成内容がわかる書類（交付決定通知書、助成内容に関する証明書等） 

イ 補助事業の概要がわかる書類（開催要項等） 

ウ 団体の規約・定款・寄付行為等 

エ その他必要と認められる書類 

（３）エクスカーション補助金 

ア 補助事業の概要がわかる書類（エクスカーションの概要、旅行会社の見積書など）    

イ その他必要と認められる書類 

２ 規則第３条の規定に基づき行う補助事業の告示日(以下「告示日」という。)が前項で定める交付

申請の期限より後になる場合は、補助対象事業の開催日の前日又は告示日の７日後のいずれかの早

い日までに提出することとする。 

３ 申請者は、補助金等の交付申請時に当該補助金等に係る消費税等仕入控除税額（補助対象経費に

含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れ

に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規

定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）

があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、

交付申請時において、当該補助金等に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、

この限りでない。 

 

（補助金の交付決定） 

第11条 知事は、前条による補助金の交付の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた

場合は、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、別記第３号様式により申請者に通知するものとす

る。 

 

（補助対象事業の内容の変更） 

第12条 前条の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、前条の規定により交付の決定が

あった事業（以下「補助事業」という。）の内容を変更しようとするときは、変更承認申請書（経

済第12号様式）により知事に申請し、承認を受けなければならない。ただし、その変更による増減

額が補助対象経費の20パーセントに満たないときは、この限りでない。 

２ 知事は、前項の補助対象事業の変更を承認するときには、別記第４号様式により補助事業者等に

通知するものとする。 

 

（補助事業の中止等） 

第13条 第11条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするとき

は、あらかじめ、補助事業等中止（廃止）承認申請書（経済第14号様式）により知事の承認を受け

なければならない。 

 

（実績報告） 

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（第13条の規定による補助事業の中止等の承認を受

けたときを含む。）は、その日から30日以内又は翌年度の４月10日までのうち、いずれか早い日ま

でに補助事業等実績報告書（経済第19号様式）に次の書類を添付して知事に提出しなければならな

い。 

（１）コンベンション補助金・エクスカーション補助金共通様式 

 ア 事業実績書（経済第２号様式） 

 イ 補助金等精算書（経済第20号様式） 

 ウ 事業精算書（経済第22号様式） 

エ 補助事業の開催要項、配布資料、実施状況がわかる資料 

オ 補助対象経費が支払われたことを証明する書類（領収書、帳簿の写し等） 

カ その他必要と認められる書類 



 

 

（２）コンベンション補助金 

海外及び道外、道内からの参加者名簿 

 

（帳簿及び書類の備付け） 

第15条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助事業に要した経費とそれ以

外の経費とを区別することができるよう整理し、事業の完了日の属する会計年度の翌年度から５年

間保存しなければならない。 

 

（補助金の額の確定及び通知） 

第16条 知事は、第14条による実績報告書の提出を受けたときは、当該報告に係る補助事業の実施結

果が交付決定の内容に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めた場合は、交付する

補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第17条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後、交付するものとする。 

 

（補助決定等の取消し等） 

第18条 知事は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に

違反したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。 

 

（補助金の返還） 

第19条 知事は、前条の規定による補助決定の取消しを行った場合において、補助事業の当該取消し

に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるもの

とする。 

 

（その他） 

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和６年４月25日から施行する。 

２ 北海道コンベンション誘致促進助成金交付要綱（平成25年４月１日北海道観光振興機構）第９条

に基づくエントリーリストに登載されているコンベンションは、同じ内容で本要綱第９条に基づく

エントリーリストに登載されているものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表（第５条、６条関係） 

１ コンベンション補助金                                       

（１）コンベンション補助対象経費 

項目 内容（例示） 

広報宣伝費 ポスター・チラシ等作成費、新聞・雑誌等への掲載、HP制作費 

会場費 会場借り上げ料 

設営費 機器借上料、会場設営費 

印刷製本費 案内文・会議資料等の印刷費、ポスター制作費 

謝金 講師謝金・講師の宿泊費・交通費 

感染症予防対策費 衛生設備のリース料、衛生用品の購入費 

（注１）対象外経費については、原則、上記項目に明示される支出以外の全ての経費 

（注２）オンライン開催経費に関わるものは補助対象外とする 

 

（２）コンベンション補助額 

ア 令和４年４月１日以降にエントリーリストに登載されたコンベンション 

 

イ 令和３年３月２２日までにエントリーリストに登載されたコンベンション 

区分 参加者数 補助限度額 

国際的なコンベンション ３００人以上（うち外国からの参加者が５０人以上） ３００万円 

全国的なコンベンション １,０００人以上１,５００人未満 １００万円 

１,５００人以上２,０００人未満 ２００万円 

２,０００人以上 ３００万円 

 

ウ 令和３年３月２３日から令和４年３月３１日までにエントリーリストに登載されたコンベンシ 

ョン 

区分 参加者数 補助限度額 

国際的なコン

ベンション 

１００人以上３００人未満(うち外国からの参加者が２０人以上) １００万円 

３００人以上（うち外国からの参加者が５０人以上） ３００万円 

全国的なコン

ベンション 

   ５００人以上１,０００人未満   ５０万円 

１,０００人以上１,５００人未満 １００万円 

１,５００人以上２,０００人未満 ２００万円 

２,０００人以上 ３００万円 

 

区分 参加者数 補助限度額 

国際的なコ
ンベンショ
ン 

１００人以上２００人未満（うち外国からの参加者が２０人以上） １００万円 

２００人以上３００人未満（うち外国からの参加者が３５人以上） ２００万円 

３００人以上      （うち外国からの参加者が５０人以上） ３００万円 

全国的なコ
ンベンショ
ン 

１００人以上２００人未満 １０万円 

２００人以上３００人未満 ２０万円 

３００人以上４００人未満 ３０万円 

４００人以上５００人未満 ４０万円 

５００人以上６００人未満 ５０万円 

６００人以上７００人未満 ６０万円 

７００人以上８００人未満 ７０万円 

８００人以上９００人未満 ８０万円 

９００人以上１,０００人未満 ９０万円 

１,０００人以上１,５００人未満 １００万円 

１,５００人以上２,０００人未満 ２００万円 

２,０００人以上 ３００万円 



 

 

２ エクスカーション補助金                                           

（１） エクスカーション補助対象経費 

項目 内容（例示） 

輸送費 車両借り上げ料 

交通費 高速料金、交通機関の利用料 

ガイド料 バスガイド、自然ガイド等 

通訳費 外国語通訳者 

入館料、施設利用料 観光施設、産業施設等の入館料 

（注１）参加者が負担すべき飲食を伴う懇親会などの経費は補助対象外とする 

 

（２） エクスカーション補助額 

補助率 補助限度額 

補助対象経費の10分の10以内 ２０万円 

（注）関係市町村等からの助成金等の交付を要件としない 


